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THE ROTARY CLUB OF NAGANO WEST

長野西ロータリークラブ

会長／川橋昭義　幹事／青木　宏　クラブ会報委員長／佐藤吉朗

ロータリーは機会の扉を開く
ROTARY OPENS　OPPORTUNITIES

第1569回例会 2020年（令和 2 年） 10 月 9 日（金）

会長挨拶 川橋昭義会長
伊藤安芸（やすのり）さんゲ

スト卓話をして頂き有難うござ
います。

地区大会について
10月４日㈰、上田市のサント

ミュ－ゼにて第2600地区大会が
10時30分から開催されました。今回の地区大会は、
新型コロナウィルスの蔓延防止ため、参加会員の
人数制限された地区大会でした。長野西ロータリ
ークラブからは会長・幹事を含め５名の会員参加
となりました。成田守夫ガバナー点鐘・挨拶とプ
ログラムに沿って始まり、選挙管理委員会の報告
によりますと「ガバナー指名の件」成田守男ガバ
ナーは国際ロータリー第2600地区2021～22年度の
ガバナーとして、茅野ロータリークラブの「桑澤
一郎」（くわざわ　いちろう）氏を選挙すること
なく指名されました。またガバナーノミニーには、
須坂五岳ロータリーの「上沢宏光」（かみさわ　
ひろみつ）氏が指名されました。そして大会決議
委員会は2020～21年度地区決議（案）を第１号議
案～８号議案を案として提案し決議されました。
地区大会プログラムのP14～P15をご覧ください。

今大会のイベントでもあります大会記念講演は、
講師として前京都大学総長山極壽一先生が「新型
コロナウィルス後の人間社会」を演題として熱弁
されていました。

幹事報告 青木　宏幹事
・10月のロータリーレートは、１ドル105円です。
・本日、10月４日に開催されました地区大会の資

料を配布いたしましたので、ご確認ください。
・前回の例会でもお話しましたが、24日㈯に予定

しておりました森林（もり）例会は、中止とな
りました。前日23日㈮に「ロータリーの森林（も
り）を育む」と題して、飯田さん、南さん、野
村さんにお話をいただき、今までの経緯や活動・
取り組みなどを報告致します。

ロータリー在籍表彰 成田守夫ガバナーより
在籍30年表彰

　大橋東二郎さん
　竹内喜宜さん
　鈴木都美雄さん

10月のお祝い事 おめでとうございます
＜会員誕生記念＞藤澤克彦さん　林　智成さん  
　　　　　　　　瀧澤　聡さん　若麻績信昭さん  
＜夫人誕生記念＞南ゆき子さん  藤澤由佳子さん
＜結婚記念会員＞池田修平さん　西沢　徹さん
　　　　　　　　鈴木都美雄さん　高橋英司さん



10 / 16　本日のプログラム

佐藤遼太郎ガバナー補佐事前訪問例会

出席・ニコＢＯＸ報告 高橋英司例会運営委員
10/9（会員41名）出席28名　出席率73.68％

・川橋昭義さん☆伊藤さんゲス
ト卓話ありがとうございます。
・清水光朗さん☆たった１回休

んだだけなのに凄く久しぶり
の様な気がします。
・小山浩太郎さん・小山亮一さ
ん・狩野　土さん☆伊藤さん

ようこそ長野西ロータリクラブへ。本日の卓話
楽しみにしています。
・南　信行さん☆伊東さん、GOTO トラベルあ

りがとう。

・合計　8,000円　・スヌーピー　4,735円
・累計　177,436円

講師紹介 小山浩太郎副幹事
　本日卓話にお呼びいたしまし
た講師ですが、すでに多くの皆
様がご存知だと思いますが、伊
藤安芸さんです。今日は、行政
書士としてのお立場でお呼びい
たしましたが、行政書士の他に
も、家族信託専門士、HACCP

コーディネーター、葬祭カウンセラーと、いつの
間にこんなに資格を取っていたのか分かりません
が、非常に多くの資格をお持ちで、活躍されてい
ます。家族信託は、認知症対策だけでなく、相続
対策にも大変優れている制度だと思います。今日
は、その内容をより詳しくお聞きしたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

ゲ ス ト 卓 話　伊 藤 安 芸 さ ん

「認知症対策・財産管理で注目の家族信託とは？」

伝統と歴史ある長野西ロータ
リークラブの例会にお招きいた
だき、ゲストスピーカーとして
家族信託についてお話させてだ
きましたこと改めて感謝申し上
げます。

家族信託はここ数年メディア等でも取り上げら
れる機会が増え、認知症対策・相続対策に優れた
制度であると注目されております。認知症対策で
は口座凍結や不動産等の塩漬けの回避、相続対策
では民法ではできなかった二次相続、三次相続そ
の先の資産継承の指定が可能といった特徴があり
ます。信託とは「信託法」を根拠とする財産管理
の一手法であり、言葉にすると「財産を持ってい
る人（委託者）が、誰か（受益者）のために、財
産の管理や処分する権限を信頼できる相手（受託
者）に託す仕組み」となります。例えば、年老い
て財産の管理が面倒になってきた父（委託者）は
所有する財産の一部（不動産や預金等）を信託財
産としてその管理や処分する権限を息子（受託者）
に移転します。この場合、名義は息子に移ります
が、委託者と受益者は同一人物（父）となり、父
は面倒な財産管理を息子に任せることでこれまで
と変わらない生活を送ることができるばかりか、
将来認知症や寝たきりなどになってしまったとき
に自身の財産が活用できなくなるリスクを回避で
きるのです。

但し、家族信託は万能ではありませんので、遺
言等とのミックスや後見制度との比較など多角的
な検討をすることが必要です。

※当日、受益者から次に財産を引き継ぐ場合発生
するのは「贈与税」と説明しました。基本的には贈
与税ですが、受益者死亡の場合は「贈与税ではなく
相続税が課税され、その場合基礎控除も使える」が
正しい説明となります。この場をお借りしてお詫び
して訂正いたします。

10月23日　通常例会　２階　弥生の間
「長野西ロータリーの森林（もり）を育む」

10月30日　ガバナー公式訪問例会
11月６日　 休　会

例　会　案　内




